
別紙３－８ 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

認定手続開始通知書（輸入者用）（Ｃ－5810）等 

 

「連絡先」の欄には、以下を記載する。 

・「（税関官署コード）」の文字 

・税関官署コード（２桁の英数字） 

・「（部門コード）」の文字 

・部門コード（２桁の数字） 

 

（記載例） 

（税関官署名）XXX税関XXX出張所（税関官署コード）１A（部門コード

）23 

 

なお、下記の通知書についても、同様とする。 

・認定手続開始通知書（輸入者用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5810

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（輸入者用）（Ｃ－5811） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（輸入者用）（保護対象営

業秘密関係）（Ｃ－5811－1） 

・認定手続開始通知書（名宛人用）（Ｃ－5812） 

・認定手続開始通知書（名宛人用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5812

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（名宛人用）（Ｃ－5813） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（名宛人用）（保護対象営

業秘密関係）（Ｃ－5813－1） 

・認定手続開始通知書（権利者用）（Ｃ－5814） 

・認定手続開始通知書（権利者用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5814

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（申立人用）（Ｃ－5815） 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

認定手続開始通知書（輸入者用）（Ｃ－5810）等 

 

「連絡先」の欄には、以下を記載する。 

・「（税関官署コード）」の文字 

・税関官署コード（２桁の英数字） 

・「（部門コード）」の文字 

・部門コード（２桁の数字） 

 

（記載例） 

（税関官署名）XXX税関XXX出張所（税関官署コード）１A（部門コード

）23 

 

なお、下記の通知書についても、同様とする。 

・認定手続開始通知書（輸入者用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5810

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（輸入者用）（Ｃ－5811） 

（新規） 

 

・認定手続開始通知書（名宛人用）（Ｃ－5812） 

・認定手続開始通知書（名宛人用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5812

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（名宛人用）（Ｃ－5813） 

（新規） 

 

・認定手続開始通知書（権利者用）（Ｃ－5814） 

・認定手続開始通知書（権利者用）（保護対象営業秘密関係）（Ｃ－5814

－1） 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（申立人用）（Ｃ－5815） 
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【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 2  

改正後 改正前 

・認定手続開始（輸入者等意思確認）通知書（申立人用）（保護対象営

業秘密関係）（Ｃ－5815－1） 

・証拠・意見提出期限通知書（申立人用）（Ｃ－5819） 

・証拠・意見提出期限通知書（輸入者等用）（Ｃ－5820） 

（新規） 

 

・証拠・意見提出期限通知書（申立人用）（Ｃ－5819） 

・証拠・意見提出期限通知書（輸入者等用）（Ｃ－5820） 

 


